
久喜市「広報くき」広告掲載取扱要綱の一部を改正する告示 

久喜市「広報くき」広告掲載取扱要綱（平成２２年久喜市告示第４号）の一部

を次のように改正する。 

第５条第１項中「発行月の２月前」を「発行月の前々月の１５日」に改める。 

別表中「２５，０００円」を「３０，０００円」に、「５０，０００円」を

「６０，０００円」に改める。 

   附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 


